
兵庫労働局では、改正内容を始めとする

育児休業制度等に関する相談窓口を開設します！
開設期間：令和３年１１月１日（月）～令和５年３月３１日（金）

たとえば・・・

以下が改正内容の主なポイントになります。

働く人も、企業の担当者も、ご相談ください！

兵庫労働局 育児休業制度等に関する相談窓口
受付時間 ８時３０分～17時１５分

※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。
できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。

電話番号 ＴＥＬ ０７８－３６７－０８２０

場 所 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー15Ｆ

兵庫労働局雇用環境・均等部 指導課内

育児・介護休業法の改正内容に関する相談のほか、現行の育児・介護休業制
度に関する相談にも対応しています。また、女性労働者に限らず、男性労働者
や有期雇用労働者、中小事業主等からの相談にも対応します。

１ 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
２ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
３ 育児休業を分割して取得できるようになります。
４ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
５ 育児休業取得状況の公表が義務になります。

働く人 企業担当者

男性が育児休業を取得し
やすくなったって聞いた
けど、本当？

契約社員でも育児休業を
取得できるのかな？

育児休業中に就労を強制
されないか心配！

子供が生まれる社員が
いるけど、会社は何を
すべき？

育児休業を取りやすい
環境にするにはどうす
ればいいのか？

育児休業取得の状況
の公表はいつから
すればいいのか？


